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Z世代へのプレコンセプションケア講師派遣事業 業務委託仕様書 

 

 

１ 事業名 

  Z世代へのプレコンセプションケア講師派遣事業 

 

２ 事業目的 

近年、女性のキャリアアップ、将来設計の多様化等による晩婚化・晩産化を背景に、リ

スクある妊娠・出産や不妊症等の増加が見られている。また、人生 100 年時代と言われ、

一人ひとりが健康に年齢を重ねる必要性も高まっている。 

令和 7年 5月にはこども家庭庁において「プレコンセプションケア推進 5か年計画」が

策定され、性別や妊娠・出産の希望の有無を問わず、性や健康に関する知識を持ち、妊娠・

出産を含めたライフデザインや将来の健康を考えて健康管理を行う重要性が示された。 

そこで、若い世代がプレコンセプションケアに取り組めるよう、県内の高校や大学等に

講師を派遣する。 

 ※プレコンセプションケアとは、県民が性及び健康に関する知識を持ち、妊娠及び出産の

希望を含む自らの将来を考え、健康管理を行うことをいう。（兵庫県不妊症等に関する

支援推進条例より） 

 

３ 事業期間 

  契約締結日から令和９年３月３１日までの間 

 

４ 委託料 

  金２，０００，０００円（消費税及び地方消費税を含む）の範囲内 

 

５ 業務内容 

  受託者は、上記目的を達成するために、次の業務を行う。 

（１）概要 

    ア 若い世代が性及び健康に関する知識を持ち、妊娠及び出産の希望を含む自らの

将来を考え、健康管理を行うこと（プレコンセプションケア）ができるよう講義

を行う。  

    イ 講義の内容については、性教育に特化することなく、幅広く健康づくり（栄養・

運動・休養）などの内容も織り交ぜること。なお、内容については、必要に応じ

て、委託者から依頼を行う。 

    ウ 事業の周知ならびに「プレコンセプションケア」の普及啓発を行うこと。  

（２）講義の詳細 

ア  プレコンセプションケア 

項目 内容 

実施内容 ①性に関する正しい知識と命の大切さ  

②将来を見据えた若者の健康づくり  

③妊娠・出産の選択を含めた将来設計 等 
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時間・構成 ・基本型：講演５０分（１授業）程度 

・オプション型：講演＋体験（妊婦体験、赤ちゃん人形抱っこ体験 等） 

開催時期 令和９年３月まで実施 

開催場所 兵庫県内各高校および大学等 

※原則、受託者側で実施地域を限定してはならない（＝県内全域が開

催可能場所である） 

対象者 高校生および大学生、教員等 

※その他、受講後に若者世代に知識を波及できる可能性がある者につ

いては、委託者と相談すること。 

想定参加校 ５０校程度 

開催方法 【方法】 

・より多くの学校や活動に興味を持つ若者、企業、個人の参加を促す

ため、学校への来場だけでなく、オンライン配信等による受講しや

すい環境・方法を提案すること 

・参加費は原則無料とすること 

・学校の要望に合わせて対応すること 

・性に関する内容を含むため、学校・保護者等の同意を得た上で実施

すること 

【講師】 

・助産師等の資格保持者による講義とすること 

・国が実施するプレコンサポーターおよびアドバンストプレコンサポ

ーターの養成講座を修了すること 

 

イ 自由提案事業 

 上記ア以外に追加で事業を提案できる場合は、提案すること（内容等は自由に設

定可。費用は委託費の中から支出すること） 

 

（３）参加者アンケート 

参加者の年齢、属性を把握するとともに、アンケートを実施すること。アンケート内

容については委託者と調整すること。 

アンケート結果をとりまとめ、結果を分析すること。 

 

（４）成果物（実績報告書）の作成・提出 

事業内容をテキスト・写真を使って分かりやすくまとめた実績報告書を作成し、事業

終了後速やかに提出すること。 

ア 成果物は PDFデータで提出すること 

イ 講義の会場の様子を受託者が撮影した写真等を使用すること 

ウ 実績報告書内で、総事業費を整理し、事業にかかった経費の内訳等を記載すること 

エ 内容には事業実施結果に加え（３）のアンケート結果に基づく成果・課題の検討を

行い、次年度以降に向けた提言を盛り込むこと 

 

６ 業務実施上の注意事項 

（１）実施体制 

ア 受託者は本業務を推進し全体の責任を負う実施責任者を置き、業務全般の進行管
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理や調整機能を一元化すること。 

イ 実施責任者は、委託者と充分な意志疎通を図ることができる者とし、委託期間を

通じて、委託者と緊密な連携、調整を図ること。 

   

 （２）業務の進捗管理 

   本業務の進め方について、受託者は、委託者と密に協議、連絡調整を行い、適切なス

ケジュール管理を行うこと。 

 

 （３）業務の履行に関する措置 

   本業務の履行については、委託者の指示に従うこと。 

 

（４）成果品の利用（二次利用） 

   本業務の成果品の所有権、著作権、利用権は、委託者に帰属するもとし、委託者は本

業務の成果品を期間の制限なく無償で、自ら使用するために必要な範囲内において、

あらゆる媒体、手段・方法により公開・放送等に随時利用するとともに、編集・改変

を行うことができるものとする。 

  

（５）業務完了後の瑕疵 

   業務完了後に、受託者の責任に帰すべき理由による成果品の不良箇所があった場合は、

受託者は速やかに必要な訂正、補足等の措置を行うものとし、これに対する経費は受

託者の負担とする。 

  

（６）納品データの安全管理 

   撮影データ等については、情報漏洩や滅失、毀損の防止、その他適正な管理のために

必要な映像情報の管理、運営措置を講じなければならない。また、電子媒体によるデ

ータ納品については、ウイルス対策ソフトにより検査した上で納品すること。納品物

が納品時点でウイルス感染していることにより、委託者又は第三者が損害を受けた場

合は、全て受託者の責任と負担により、原状回復及びその他賠償等について対応する

こと。 

  

（７）機密の保持 

   受託者は本業務を通じて知り得た情報を契約以外の目的に利用し、第三者に提供して

はならない。また、本業務に関して知り得た情報の漏洩、滅失、毀損の防止、その他

適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。契約終了後もまた同様とす

る。 

  

（８）個人情報の保護 

   受託者は、本業務を履行する上で個人情報を取り扱う場合、個人情報保護法を遵守し

なければならない。 

 

（９）著作権等の取扱い 

   ア 本業務の実施により生じた著作物に関するすべての著作権は委託者に帰属するも

のとし、その利用及び再編集は委託者において自由に行うことができるものとす

る。 
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イ 本業務の実施による成果品は、映像・画像等の著作権・肖像権上処理を済ませた

上で納入すること。 

 

（10）第三者の権利侵害の禁止 

本業務の履行に関し、第三者の肖像権、所有権、著作権を侵さないこと。また、第三

者との間に著作権等に係る権利侵害の紛失等が生じた場合は、受託者の責任及び負担

において対応し、委託者は責任を負わないものとする。 

 

（11）再委託の禁止 

 ア 本業務の全部又は主体的部分（総合的な企画及び判断並びに業務遂行管理部分）

を一括して第三者に委任し、又は請け負わせること（以下「再委託」という。）は

できない。 

 イ 本業務の一部を再委託してはならないが、あらかじめ再委託の相手方の住所・氏名

及び再委託を行う業務の範囲等を記載した再委託の必要性がわかる書類を委託者

に提出し、委託者の書面による承認を得た場合は、委託者が承認した範囲の業務を

第三者（以下「承認を得た第三者」という。）に再委託することができる。 

 ウ 再委託をする場合は、再委託した業務に伴う承認を得た第三者の行為について、受

託者は委託者に対しすべての責任を負うものとする。 

 

７ その他留意事項 

 ア 予算可決前であるため、県議会において予算措置が承認されない場合は当該事業を実

施しないこととし、予算が縮小されるなどの事態が生じた場合は、県と選定事業者と

の間で事業内容の変更等について協議するものとする。 

イ 本業務に関する必要な経費は契約金額に全て含むものとする。 

ウ 本仕様書に定めのない事項については、双方誠意をもって協議し行うものとする。 

エ 感染症の大規模な流行等の不可抗力によって委託業務の実施が著しく困難となった

ときは、契約の趣旨を損なわない範囲で、委託者及び受託者は協議の上、その実施方

法等を変更できるものとする。 

オ 本業務の目的達成のため、委託者の指示により仕様書の内容の追加、変更を行う場合

がある。 

  

 


